
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

要介護状態にある家族の介護や世話を行

うために、労働者が取得できる短期の休暇制

度です。介護休暇の主な目的は、突発的な介

護ニーズや短期的な介護の必要性に対応す

ることです。要介護状態の家族の通院の付き

添い、介護サービスの手続き、急な体調変化

への対応などに利用することができます。 

介護休暇の取得可能日数は、要介護状態に

ある対象家族が１人の場合は年 5日、２人以

上の場合は年 10日と定められています。ま

た、2021年１月１日からの法改正により、

介護休暇は時間単位での取得が可能になり

ました。介護の負担を軽減しつつ、仕事のパ

フォーマンスも維持しやすくなりましたの

で、うまく利用しましょう。ただし、介護休

暇は、原則として無給です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年は、わざわざ全国で 4 位のスイカの産

地長野県松本市波多野町から「松本ハイラン

ド」を購入してきました。このスイカは、果肉

が赤く甘みも強く引き締まった食感が松本ハ

イランドの特徴ですが、皆さん驚くほどの美

味しさにびっくりしていました。「美味しい！ 

美味しい！」と今年初のスイカに大変満足さ

れていました。 

介護休暇とは？ 


